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「犯罪被害者」と聞いても、自分には関係ない、自分の周囲では見聞きしたこともない、

という方もおられるかもしれません。しかし、犯罪等に巻き込まれることは決して他人事で

はなく、誰もがその立場になるリスクを抱えています。 

特に、弱い立場にある子ども・若者が様々な犯罪被害にあう事案は後を絶たず、潜在化し

やすい子ども・若者の被害に対する支援体制の整備が課題となっています。 

 

神奈川県では、平成 21年に都道府県では全国で２番目となる「神奈川県犯罪被害者等支援

条例」を制定し、県、県警察、民間支援団体が一体的に運営する「かながわ犯罪被害者サポー

トステーション」を開設するなど、全国に先駆けた取組を進めてきました。さらに、平成 29

年には、警察に届出を躊 躇
ちゅうちょ

する性暴力被害者のために、かながわ性犯罪・性暴力被害者ワン

ストップ支援センター「かならいん」を開設し、犯罪被害者等支援の充実を図ってきました。 

 

一方、国の令和６年犯罪統計によれば、殺人・強盗などの重要犯罪に巻き込まれた被害者

のうち、20 歳未満の被害者の割合は 40.1％を占めており、総人口に占める 20 歳未満の割合

15.6％（令和６年 10月１日現在総務省人口推計）を大幅に上回っています。さらに、性犯罪

に限れば被害者の 46.4％が 20 歳未満となっており、子ども・若者がこうした被害にあうリ

スクの高さを如実に示しています。 

犯罪被害にあうと、身体的被害はもとより、事件にあったことによる精神的ダメージなど、

様々な問題に直面し、苦しめられます。特に、弱い立場に置かれた子ども・若者は、被害を言

い出せないことや、そのことが被害なのか分からないことから、被害が潜在化しやすい傾向

があります。そのため、こうした犯罪被害者等への支援が十分に届くような体制整備が急務

となっています。 

 

国では、「第４次犯罪被害者等基本計画」において、「自ら被害を訴えることが困難なため

被害が潜在化しやすい犯罪被害者等や、自己が直接の犯罪被害者ではないものの、兄弟姉妹

が被害に遭ったこと等により心身に悪影響を受けるおそれがある子供等のニーズを正確に把

握し、適切に実施されなければならない。」とし、子ども・若者への支援強化の必要性を重視

しています。さらに、令和４年には「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する

法律」が施行され、令和６年には「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象

性暴力等の防止等のための措置に関する法律（こども性暴力防止法、日本版ＤＢＳ法）」が公

布され、施行に向けて議論されています。 

 

神奈川県ではこの機運の高まりを捉え、学校等の教育活動現場における犯罪被害者等への

支援を明確にするため、児童等に対する配慮に関する規定を新設する等、令和７年 10月に県

条例の改正を行うとともに、教育活動現場における犯罪被害者等支援の取組を充実するため、

本ハンドブックを作成しました。 

 



被害からの回復には、子ども・若者が多くの時間を過ごす学校等が、安全で安心な場所と

感じられることが重要です。 

そこで、本ハンドブックでは、いじめ・非行や、被害が特に潜在化しやすい性被害等、様々

な犯罪被害にあった児童生徒に必要な心のケア、被害からの回復過程、被害児童生徒への対

応手順や留意点について記載しています。学校等においては、警察や児童相談所などの専門

機関と連携しながら、被害児童生徒の気持ちを尊重し、本人の意思を十分に考慮し、被害児

童生徒を第一にご対応いただきたいと思います。 

 

犯罪はあらゆるところで起こり得ます。それは、子ども・若者が多くの時間を過ごす学校

等でも当然起こり得るというということです。 

こういった想定のもと、本ハンドブックの活用により、被害児童生徒に寄り添った対応に

ついて教職員等に周知されることで、被害児童生徒のみならず、その関係者全員が、安全・

安心な日常生活を送ることができるよう祈念してやみません。 

 

2026（令和８）年１月 

 

神奈川県くらし安全防災局くらし安全部犯罪被害者支援担当課長 
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※本ハンドブックにおいては、原則令和７年 11月末現在の内容で記載しています。

（別途、時点の記載があるものを除く） 

 

 

用語集 

原則、下記文言に統一しているが、法律や統計の調査項目等の引用や施設名（例：児童相

談所、児童虐待、こども性暴力防止法等）、コラム内の表現についてはこの限りでない。 

 

犯罪 

犯罪被害者等基本法（以下、「基本法」という。）第２条第１項及び神奈川県犯罪被害者等

支援条例（以下、「県条例」という。）第２条第１項に定める「犯罪等（犯罪及びこれに準ずる

心身に有害な影響を及ぼす行為）」をいう。 

 

犯罪被害者等 

基本法第２条第２項及び県条例第２条第２項に定める「犯罪被害者等（犯罪等により害を

被った者及びその家族又は遺族）」をいう。 

 

学校等、教育活動現場 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に

関する法律（以下、「こども性暴力防止法」という。）第２条第３項第１号に定める「学校等」

及び同条第５項に定める「民間教育保育等事業」を行う場をいう。 

なお、本ハンドブックにおいては、学校教育法第一条に規定する学校（同法第八十三条に

規定する大学を除く）における対応を中心として記載するため、本文中ではこども性暴力防

止法に定める学校等、民間教育保育等事業を総称して「学校等」と記載することとする。 

 

児童生徒 

こども性暴力防止法第２条第１項に定める「児童等」をいう。なお、保護者との続柄を表

す必要性がある場合等は「子ども」と記載する。 

 

教職員等 

こども性暴力防止法第２条第４項に定める「教員等」及び同条第６項に定める「教育保育

等従事者」をいう。 

 

管理職 

学校教育法に規定する学校においては、校長、園長、副校長、副園長及び教頭をいう。ま

た、それ以外においては、責任者や上司をいう。 

  



 


